
令和３年度国民健康保険料（税）の賦課状況について 

市町村の国保財政運営の責任主体は都道府県であるが、県が定める標準保険料(税)率を参考に

した保険料(税)率の決定や被保険者への賦課及び徴収は市町村の役割とされている。 

市町村における令和３年度国民健康保険料(税)の賦課状況(速報値)は、下記のとおりである。 

１ 賦課方式 

 賦課方式は、２方式（所得割、被保険者均等割）、３方式（２方式＋世帯別平等割）、４方式（３

方式＋資産割）があり、本県の標準保険料率は３方式である。 

令和３年度は、２方式が２市、３方式が 43 市町村、４方式が９市町村となっている。（医療給

付費分） 

なお、前年度から賦課方式を変更した市町村は２市(４方式から３方式に変更)である。 

賦課方式 市町村数 世帯数 被保険者数
令和２年度

市町村数 割合 割合 

２方式 2 315,185 33.8% 459,999 32.0% 2 

３方式 43 552,314 59.2% 876,377 60.9% 41 

４方式 9 65,171 7.0% 102,872 7.1% 11 

２ 賦課限度額 

  各市町村は保険料(税)の賦課に当たって、政令で定める額を上限として、賦課限度額を設定す

る。 

令和３年度は、医療給付費分で 53 市町村、後期高齢者支援金分、介護納付金分で全市町村が

政令基準額と同額となっている。 

【参考】一人当たりの保険料(税)調定額 

 令和３年度(４月１日現在)の一人当たり保険料(税)調定額(県内市町村平均)は、100,145 円で

ある。 

なお、前年度から 1.46％減である。 

令和３年度 増減率 令和２年度 

100,145 円 98.54% 101,633 円 

○別紙 市町村賦課状況一覧(令和３年度国民健康保険料(税)) 参照 

※会議後に修正箇所が判明したため、会議時の資料を一部修正して掲載しています。 

政令基準額 

（千円） 

基準と同額 

の市町村数 

令和２年度 

市町村数 割合 

医療給付費分 630 53 98.1% 37 

後期高齢者支援金分 190 54 100.0% 54 

介護納付金分 170 54 100.0% 38 
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